
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

女性職員のみならず全職員が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい雇用環

境を整備するために、次の通り行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 2024 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日までの 3 年間 

 

２．課題 

   課題 1：特定の部署、担当者、特定の時期において時間外勤務が多い職員がいる。 

   課題 2：キャリアアップを目指す職員が少ない。 

   課題 3：出産、子育てを機に退職する女性職員が若干いる。 

   課題 4：有給休暇の取得率が低い。 

 

３目標と取組み内容 

 

 

（取組内容） 

2023 年度一人当たりの時間外労働は 8.0 時間／月（2022 年度実績：6 時間）なので、

継続することを目標とする。 

 

 

 

 

 

（取組内容） 

専門資格取得を推進するために、認定資格看護師免許取得の支援をする。また e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ

については 200 テーマから自分のレベルに合った研修会の参加をｻﾎﾟｰﾄする。 

 

 

（取組内容） 

・育児休業者の復帰を促進する。（短時間正職員制度の利用者を増やす） 

・院内保育所の更なる充実を行い、利用促進を図る。 

・育児休業中の職員と先輩職員とのママさん交流会を開催し、育児と就業の両立につい

ての情報交換の場を設ける。 

 

 

（取組内容） 

 業務改善・仕事内容・人員配置の見直しを行い有給休暇の取得を促進させる。 

目標１：職員の時間外勤務（医師を除く）を一人当たり 7 時間／月以内とする 

目標 3：職員の離職防止を図る 

 

目標 2：キャリアアップに対する院内規程を整備し、資格取得を支援する。また、

e-ﾗｰﾆﾝｸﾞを利用した研修会を実施し、いつでも、どこでも研修会に参加で

きる環境づくりに努める。研修参加率は 60％ 
 

目標４：年間有給休暇取得日数を 12 日／人とする 

 



女性活躍推進法に基づく男女の賃金差の情報公表（令和5年度実績）

女性の就業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づき女性の活躍に関する情報を以下のとおり公表します。

・労働者に占める女性労働者の割合
人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ

660人 100% 566人 100% 95人 100%
男性 150人 22.7% 男性 142人 25.1% 男性 8人 8.4%
女性 510人 77.3% 女性 424人 74.9% 女性 87人 91.6%

・採用した労働者に占める女性労働者の割合
人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ

70人 100% 61人 100% 9人 100%
男性 20人 28.6% 男性 20人 32.8% 男性 0人 0%
女性 50人 71.4% 女性 41人 67.2% 女性 9人 100%

・係長級にあたる者に占める女性労働者の割合
人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ 人員数 パーセンテージ

52人 100% 51人 100% 1人 100%
男性 17人 32.7% 男性 16人 31.4% 男性 1人 100%
女性 35人 67.3% 女性 35人 68.6% 女性 0人 0%

・男女の賃金の差異

　（注）対象期間：令和5年事業年度（R5年4月～R6年3月）

・労働者の一月当たりの平均残業時間

　　１０時間

正規雇用労働者 非正規雇用労働者全労働者

正規雇用労働者 非正規雇用労働者全労働者

正規雇用労働者 非正規雇用労働者全労働者

　全ての労働者
　　うち正規雇用労働者
　　うちパート・有期労働者

賃金の差異
（男性の賃金に対する女性の賃金の割合）

44.0%
47.6%
44.4%


